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鶴岡市議会議員　工
く ど う

藤　博
ひろし

　（市民フォーラム）
暮らし優先の市政と魅力あるまちづくりを

●「有害鳥獣捕獲後の対応」について
【質問】野生動物による生活被害や農林
業被害などが深刻化しており、本市でも
熊、猿の市街地への出没が増加し、森林
や農作物に甚大な被害をもたらす猪や鹿
の出没も多くなっています。
　猪は捕獲を開始した 2017 年に比べて、
2024 年の捕獲頭数が 7 倍になるなど、
中山間地だけでなく広範囲に出没してい
ます。同年の比較で、熊は 3倍、猿は 1.5
倍になるなど、有害鳥獣の捕獲は本市に
おける農林水産業の重点課題になってい
ます。
　この様に、有害鳥獣の捕獲頭数が増え
ているなかで、捕獲後の適正処理は捕獲
従事者にとって負担が大きくなってお
り、見直さなければならない状況になっ
ているのではないでしょうか。
　本来、有害鳥獣の頭数制限による捕獲
は自治体が主体的に行う業務であり、捕
獲にあたって狩猟免許が必要であること
から、猟友会の協力によって実施できて
いることを改めて認識するべきです。
　猟友会員の減少と高齢化が進んでいる
こともあり、捕獲従事者の負担軽減につ
いて、どの様に考えているのか教えてく
ださい。

【答弁】猪による被害は平成 28 年度に、

羽黒、朝日、温海地域で確認されて以降、
出没範囲が拡大しています。
　今年度の猪の捕獲頭数は市内全体にお
いて、1月末時点で 157 頭となっており、
これは昨年同時期の 65 頭から 2 倍以上
の増加となっています。
　鳥獣を捕獲した場合は鳥獣保護管理法
において、原則として現場から持ち帰る
こととし、止む負えない場合に限り、生
体系に影響を与えないような適切な方法
で、埋設することとされています。
　このため、捕獲後は捕獲場所からト
ラックなどの車両まで運び出し、自宅な
どに運搬後に可食部を除いた皮や骨など
の残渣を埋設する方法が一般的となって
います。
　これまで、猟友会員や実施隊員の方と
捕獲作業の課題について協議したとこ
ろ、先ほど述べた一連の作業は大変負担
が大きいという意見を頂いています。
　特に冬は積雪のために車両の入る箇所
が限られていることから運び出す距離が
長くなり、夏の捕獲に比べ労力がかかる
というような声もお聞きしています。
　本市において、猪を捕獲した場合、捕
獲活動経費や運搬焼却処分費などに対
し、1頭あたり1万2,000円から1万5,000
円を補助していますけれども、補助金だ

けでなく、同じような問題に対応してい
る他自治体の先行事例を調査するなど、
捕獲充実者の負担軽減に対する支援の方
法について、検討していきたいと考えて
います。

【質問】有害鳥獣の捕獲頭数が増大して
いるなかで「適切に埋設する場所や作業
の確保が困難である」「埋設した後の土
壌汚染など衛生面での問題がある」など
の観点から、粉砕後焼却、生物処理後焼
却、資源化を実施している自治体も増え
てきています。
　適切な処理が困難な場合を除いて、可
能な限り捕獲個体を現場から搬出し、自
治体が提供する処理システムなどによっ
て、適正に処理していくことが重要だと
思いますが、どの様に考えているのか教
えてください。

【答弁】捕獲解体後の皮や骨などの残渣
を埋設するには、野生動物からの掘り起
こしを防ぐため、ある程度の深さが必要
となり、捕獲従事者にとって大きな負担
となっています。
　こうしたことから、本市では鶴岡市鳥
獣被害防止対策協議会の取り組みとし
て、令和 7年度に簡易減容化施設を２箇
所設置し、捕獲後の処分に対する負担軽
減を考えているところです。
　微生物により残渣を分解処理する方法
で、コルゲート管と呼ばれる直径 1ｍ、
長さ 4ｍの管を縦に地中に埋設して、そ
の中に捕獲した野生鳥獣の残渣分解を促
す発酵補助剤を投入することで、残渣の
容積縮小の促進と臭気の低減を行うとい
うものです。
　先行して実施している和歌山県による
と、規模によりますが、一般的な生物処
理施設や専用の焼却炉の建設に数千万円
かかる費用に比べ、格段に安価な施設と
いうことになるようです。
　また、東北一の面積である本市の場合、
安価な施設を複数箇所に設置することで

運搬距離の問題も解決できるのではない
かと考えています。
　設置後は、施設利用者の意見や要望な
どを聞きながら、匂いや分解の状況を確
認しつつ、今後の処理方法として効果を
検証していきたいと考えています。

【質問】本市で、捕獲された鳥獣の種
ごとの平均重量に対し、食肉として利
用可能と思われる部位の歩留まりを求
め、頭数で単純に計算すると、2022 年
は 3,000kg、2023 年は 4,200kg、2024 年
は 2,900kg になると考えられます。
　全国では、有害鳥獣として捕獲された
鳥獣をジビエやペットフードに加工する
など、命を大切するという観点から、食
材資源として活用する取り組みを行って
いる自治体もあります。
　ユネスコ食文化創造都市である本市
が、本場ヨーロッパに負けない、中山間
地におけるジビエ料理を推奨していくこ
とは、食文化の継承として意義のある取
り組みだと思いますが、どの様に考えて
いるのか教えてください。

【答弁】野生鳥獣の食肉処理をするにあ
たっては、放射能物質の全頭検査の実施
や捕獲後 2時間程度で食肉処理施設まで
運搬する方法、販路の創出など多くの課
題があります。
　一方で、ジビエの普及は捕獲頭数の増
加だけでなく、捕獲鳥獣を地域資源とし
て利用することで、農山村地域の所得向
上につながる可能性も考えられます。
　このような中で、今年度、市内の民間
事業者によるジビエ食肉処理施設の設置
が計画され、本市では冷凍庫などの施設
導入に対し、支援をしているところです。
　ジビエの利活用が進めば、現在の捕獲
従事者が行っている捕獲後の処理作業の
軽減も図られることから、今後もジビエ
の利活用に向けて、調査研究を進めてい
きたいと考えています。

*****3月定例会一般質問（質問➡工藤・答弁➡担当部長）*****
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　契約期間を 15 年とした場合、15 年後
に学校給食の運営を把握している職員が
いなくなることが想定されますが、その
後の展開について、誰がどの様に判断し
ていくのか教えてください。

【答弁】施設や機器の維持を民間に一任
することについては、業務内容や実施体
制などを記載した要求水準書通りに維持
管理が行われているか、モニタリングに
より確認していきます。
　調理員の募集広告は低賃金で募集して
おり、市の設計した人件費を下回ること
がないかについては、調理を担う主体・
方式等につきましては、運営準備委員会
におきまして、未来の調理現場を作る観
点から検討していきたいと考えていま
す。
　15年後に学校給食を把握している職員
がいなくなることが想定されるが、その
後、誰がどのように判断するのかという
ことについては、運営を把握することが
できる体制を継続して、市が責任を持っ
て運営していきたいと考えています。

【最後に】3 月 4 日の本会議で、市長か
ら「2025 年度に運営準備委員会を立ち
上げて調理を担う主体や方式を検討す
る」との突然の市政変更がありました。
　当初の説明では「新たに運営準備委員
会を立ち上げ具体的な検討」を進めてい
くとのことであり、2 月 20 日の議案配
布時、通告内容の確認取材においても、
パブリックコメントにおける市民の意見
募集でも「調理・洗浄の民間委託」を表
記した意見募集になっています。
　市職員が「学校給食発祥の地として、
子どもたちに喜ばれる学校給食作りを基
本に学校給食の発展に邁進してきた歴
史」を紹介してきましたが、庁内検討委
員会で評価・協議してきた経過が無い、
新しく設置される運営準備委員会では検
討課題にするよう申し入れて質問を終わ
ります。

●「新学校給食センターの整備」について
【冒頭】先日、市長から「新学校給食セ
ンターの整備にあたり、2025 年度に運
営準備委員会を立ち上げ、調理を担う主
体や方式を検討する」と、新たな方針が
示されました。
　その方針は、調理と洗浄部門の民間委
託を撤回するという内容ではなく、現段
階においての検討が不十分であり、調理
に関する専門家の意見も取り入れて結論
を出していくと受け止めました。
　新たに設置される運営準備委員会で検
討される内容は、副市長を委員長に話し
合われてきた庁内検討委員会の案が基本
になるため、DBM方式による民間委託
が効果的であるとの認識が簡単に変わる
ものではないと考えます。
　わたしは、学校給食の民間委託や法人
化に反対であり、教育の一環である学校
給食事業は市の責任において、直営で運
営することが王道だと思って、学校給食
を調理してきました。
　現在の学校給食センターの建設にあ
たって、設計案や調理同線、ドライシス
テムの導入、調理機器の発案などを手掛
けた観点から、新学校給食センター整備
基本計画（案）を作成するにあたって、
庁内検討委員会が判断した 5項目につい
て質問をします。

【質問】「調理・洗浄業務の民間委託によ
り、効率性が発揮できる」と記載してい
るが、民間委託にすると、どの様に効率
的に運営されるのか、直営の調理では効
率的に運営されていないのか、それは何
故できないのか教えてください。

【答弁】新年度、運営準備委員会において、
学校給食の確実な質の向上と未来の調理
現場を作る観点から調理を担う主体・方
式・教育などの具体的な内容を検討して
いきます。

　効果についても運営準備委員会の中で
検討していきたいと考えています。

【質問】「民間事業者は、学校給食の調理
や管理に特化したノウハウを持ってお
り」と記載しているが、民間委託の現場
で働く調理員の雇用が不安定な中、調理
や管理に特化したノウハウがどの様に維
持、継承されるのか教えてください。
　民間委託の特化したノウハウとはどの
様なものなのか、直営の調理ではノウハ
ウがないのか、それは何故ないのか教え
てください。

【答弁】直営・民間のどちらが担うのか
ということに関わらず、学校給食の確実
な質の向上を図る観点からその仕組みを
検討していきたいと考えています。

【質問】「民間事業者の技術力や経営理念
等を導入して、合理化を図り、経費の削
減に努める」と記載していますが、民間
事業者の技術力や経営理念等について、
具体的な内容が明記されておらず、どの
様に経費削減ができるのかが不明確で
す。
　民間事業の経営理念は収益がなけれ
ば、即、撤退するなどの実例もあり「調理・
洗浄、配送、残渣処理、維持管理」の役
割を受託した業者は、どの様に収益をあ
げることが可能なのか、民間委託する部
門のどの点が経費削減の効果につながる
のか教えてください。

【答弁】行政において、経費の増大を招
かないよう削減に努め取り組んでいると
ころで、確実な質の向上を図りつつ、実
現可能な方法について検討していきたい
と考えています。

【質問】「学校給食の充実」がどの様に図
られるのかが不明確です。
　郷土食や行事食、食育指導は現在も市
が担当していますが、「鶴岡らしい給食」
とはどの様なものを考えているのか教え

*****3月定例会一般質問（質問➡工藤・答弁➡副市長）***** てください。
　また、民間委託後も充実されていくと
判断した根拠を教えてください。
　食材や原材料の購入は現在も市が担当
しており、地産地消の推進とアレルギー
物質の除去等は現段階でも可能だと思い
ますが、民間委託すると段階的に充実さ
れていくと判断した根拠を教えてくださ
い。

【答弁】「鶴岡らしい給食」とは、学校給
食発祥の地、ユネスコ食文化創造都市と
しての取り組みとともに、地産地消の推
進、学校等における食育などの活動を推
進していくことで、基本計画案では重点
的に取り組む事項として位置付けていま
す。
　「鶴岡らしい給食」が充実される根拠
については、直営か民間かという観点で
はなく、学校給食の確実な質の向上を図
る観点から、調理を担う主体・方式等を
検討していきたいと考えています。
　地産地消の推進とアレルギー物質の除
去等については、整備基本計画案に記載
の通り、本市の特徴的な食材の積極的な
導入、それから専用調理室の整備・拡充
などにより推進していきます。

【質問】「民間委託後の運営状況」をどの
様に精査したのかが不明確です。
　施設や機器の維持は、契約時の設計に
よる仕様書どおりに実施するため、直営
でも民間でも同じ経費が必要であり、直
営で管理した方が直に問題点を把握し
て、適切な対応が可能だと思いますが、
現場把握、設計、発注、完了確認業務を
民間事業者に一任することに問題がない
のか教えてください。
　民間委託は総額で契約しているので、
民間事業者の運営状況は把握できないと
の話がありますが、調理員の募集広告に
よれば、低賃金で募集しており、市の設
計した人件費を下回ることに問題がない
のか教えてください。


